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1 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

名 称：東京二十三区清掃一部事務組合 

代表者：管理者 吉住 健一 

所在地：東京都千代田区飯田橋三丁目５番１号 

 

2 対象事業の名称及び種類 

事業の名称：北清掃工場建替事業 

事業の種類：廃棄物処理施設の設置 

 

3 対象事業の内容の概略 

北清掃工場建替事業（以下「本事業」という。）は、東京都北区志茂一丁目２番 36 号に位

置する既存の北清掃工場（平成 10 年３月しゅん工、処理能力 600 トン/日（600 トン/日・炉

×１炉））の建替えを行うものである。 

対象事業の内容の概略は表 3-1 に、対象事業の位置は図 3-1 及び対象事業の区域は図 3-2

に示すとおりである。 

 

表 3-1 対象事業内容の概要 

所在地 東京都北区志茂一丁目２番 36 号 

面積 約 19,000m2 

工事着工年月 令和４年度 

工場稼働年度 令和 12 年度（予定） 

処 理 能 力 
可燃ごみ 600 トン/日 

（300 トン/日・炉×２炉） 

主
な
建
築
物
等 

工場棟 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

(一部鉄筋コンクリート造、鉄骨造) 

高さ：約 31ｍ 

煙突 

外筒：鉄筋コンクリート造 

内筒：ステンレス製 

高さ：約 120ｍ 

注）下線部については、評価書からの変更箇所を示す。 
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図 3-1 対象事業の位置 
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図 3-2 対象事業の区域 
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4 事業計画の変更の概要及びその理由 

4.1 事業計画の変更の概要 

事業計画の変更の概要は、表 4.1-1 に示すとおりである。 

 

表 4.1-1 事業計画の変更の概要 

項目 変更後 変更前 

施設概要 

(付属施設) 
ボンベ庫 駐輪場 

建築面積 

（建替え後） 

工場棟 ：約 10,246m2 

付属施設：約 25m2 

合計面積：約 10,271m2 

工場棟 ：約 9,891m2 

付属施設：約 20m2 

合計面積：約 9,911m2 

建物形状 建物形状及び建物配置の変更 ― 

施工計画 

(工事工程) 
令和４年度から令和 12 年度 令和４年度から令和 11 年度 

注）下線部については、評価書からの変更箇所を示す。 

 

4.2 事業計画の変更の理由 

今回、計画建築物の詳細検討により、施設計画（施設概要、建築面積等）を変更する。 

また、評価書提出後、現況調査で実施できなかった既存施設の存在する範囲を含めた土壌

汚染調査により、汚染が確認され、土壌汚染対策をしていること及び掘削工事中に発見され

た地中障害物の撤去工事により、工事工程に影響が生じたため、施工計画（工事工程）を見

直した。 

 

5 事業計画の変更内容 

5.1 施設計画 

施設概要は、表 5.1-1(1)～表 5.1-2(2)に示すとおりである。また、施設配置計画図は図 

5.1-1(1)～図 5.1-3(2)、計画立面図は図 5.1-4(1)～図 5.1-7(2)、完成予想図は図 

5.1-8(1)及び図 5.1-8(2)に示すとおりである。 
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表 5.1-1(1) 既存及び建替え後の施設概要（構造等）(変更後) 

施設区分 既存 建替え後 

敷地地盤（GL） A.P.約+3.7ｍ A.P.約+3.7ｍ 

工場棟 

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 

（一部鉄骨造） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

（一部鉄筋コンクリート造、鉄骨造） 

高さ 約 31ｍ（A.P.約+34.7ｍ） 約 31ｍ（A.P.約+34.7ｍ） 

深さ 約-27ｍ（A.P.約-23.3ｍ） 約-27ｍ（A.P.約-23.3ｍ） 

付属施設 
二度計量器棟、洗車棟、 

飛灰搬出設備棟ほか 

ボンベ庫 

煙突 
構造 

外筒：鉄筋コンクリート造 

内筒：ステンレス製 

外筒：鉄筋コンクリート造 

内筒：ステンレス製 

排気筒：ステンレス製 

高さ 約 120ｍ 約 120ｍ 

 

表 5.1-1(2) 既存及び建替え後の施設概要（構造等）(変更前) 

施設区分 既存 建替え後 

敷地地盤（GL） A.P.約+3.7ｍ A.P.約+3.7ｍ 

工場棟 

構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造 

（一部鉄骨造） 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

（一部鉄筋コンクリート造、鉄骨造） 

高さ 約 31ｍ（A.P.約+34.7ｍ） 約 31ｍ（A.P.約+34.7ｍ） 

深さ 約-27ｍ（A.P.約-23.3ｍ） 約-27ｍ（A.P.約-23.3ｍ） 

付属施設 
二度計量器棟、洗車棟、 

飛灰搬出設備棟ほか 

駐輪場 

煙突 
構造 

外筒：鉄筋コンクリート造 

内筒：ステンレス製 

外筒：鉄筋コンクリート造 

内筒：ステンレス製 

排気筒：ステンレス製 

高さ 約 120ｍ 約 120ｍ 

 

表 5.1-2(1) 既存及び建替え後の施設概要（建築面積）（変更後） 

施設区分 既存 建替え後 

工場棟 約 6,011m2 約 10,246m2 

付属施設 約 650m2 約 25m2 

合計面積 約 6,661m2 約 10,271m2 

 

表 5.1-2(2) 既存及び建替え後の施設概要（建築面積）（変更前） 

施設区分 既存 建替え後 

工場棟 約 6,011m2 約 9,891m2 

付属施設 約 650m2 約 20m2 

合計面積 約 6,661m2 約 9,911m2 

 

 

注）下線部については、評価書からの変更箇所を示す。  
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図 5.1-1(1) 施設計画図（変更後）  
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図 5.1-1(2) 施設計画図（変更前）  
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図 5.1-2(1) 計画平面図（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-2(2) 計画平面図（変更前）  
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図 5.1-3(1) 計画断面図（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-3(2) 計画断面図（変更前）  
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図 5.1-4(1) 計画立面図（1）（変更後） 
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図 5.1-4(2) 計画立面図（1）（変更前）  

北側立面図 
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図 5.1-5(1) 計画立面図（2）（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-5(2) 計画立面図（2）（変更前）  

南側立面図 
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図 5.1-6(1) 計画立面図（3）（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-6(2) 計画立面図（3）（変更前）  

東側立面図 
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図 5.1-7(1) 計画立面図（4）（変更後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.1-7(2) 計画立面図（4）（変更前）  

西側立面図 



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

図 5.1-8(1) 完成予想図（北東側）（変更後）  

※図は設計段階のイメージである。 

実際とは異なる場合がある。 
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図 5.1-8(2) 完成予想図（北東側）（変更前） 

  

※図は計画段階のイメージである。 

実際とは異なる場合がある。 
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5.2 緑化計画 

必要緑地面積等及び計画緑地面積等は、表 5.2-1(1)及び表 5.2-1(2)に、必要緑地面積等

の算定結果は表 5.2-2(1)及び表 5.2-2(2)に示すとおりである。 

 

表 5.2-1(1) 必要緑地面積等及び計画緑地面積等(変更後) 

条例・基準等 対象 必要緑地面積等 計画緑地面積等 

北区みどりの条例 

地上部 

建築物上 
1,591.27m2以上 2,398.7m2 

接道部 283.61ｍ以上   283.9ｍ 

東京都自然保護条例 

（緑化計画書制度） 

地上部 2,188.00m2以上 2,627.6m2 注 2） 

接道部 283.61ｍ以上 283.9ｍ 

建築物上 1,020.75m2以上   828.2m2 注 2） 

注１）設計段階の面積のため実際とは異なる場合がある。 

注２）建築物上の緑地面積が不足しているため、不足分は地上部の緑地面積から振替を行う。 

注３）下線部については、評価書からの変更箇所を示す。 

 

表 5.2-1(2) 必要緑地面積等及び計画緑地面積等(変更前) 

条例・基準等 対象 必要緑地面積等 計画緑地面積等 

北区みどりの条例 
地上部 1,593.16m2以上  3,100m2 

接道部 338.20ｍ以上   340ｍ 

東京都自然保護条例 

（緑化計画書制度） 

地上部 2,500.87m2以上  3,100m2 

接道部 338.20ｍ以上    340ｍ 

建築物上 925m2以上    925m2 

注）計画段階の面積のため実際とは異なる場合がある。 
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表 5.2-2(1) 必要緑地面積等の算定(変更後) 

条例・基準等 対象 算定式注 1） 
必要緑地 
面積等 

北区みどりの条例 

地上部 
敷地面積注 2）×0.08 

1,591.27m2 

19,890.99×0.08＝1,591.27m2 

接道部 
接道部長さ注 3）×0.7 

283.61ｍ 
405.17×0.7＝283.61m 

東京都自然保護条例 
（緑化計画書制度） 

地上部注 4) 

(敷地面積－建築面積)×0.25 

2,188.00m2 

(19,890.99－10,270.63)×0.25＝2,405.09m2 

(敷地面積－敷地面積×建蔽率注 5)×0.8)×0.25 

(19,890.99－19,890.99×0.7×0.8)×0.25 

＝2,188.00m2 

接道部 
接道部長さ×0.7 

283.61ｍ 
405.17×0.7＝283.61 

建築物上 
屋上面積注 6）×0.25 

1,020.75m2 
4,083.00×0.25＝1,020.75m2 

注１）必要緑地面積等の算定に必要となる諸元は、敷地面積：19,890.99m2、建築面積：10,270.63m2、法
定建蔽率：70％、接道部長さ：405.17ｍ、屋上面積（人の出入り及び利用可能な部分）：
4,083.00m2である。 

注２）敷地面積は、最新の測量結果による。 
注３）接道部長さは「東京都北区みどりの条例施行規則」別表第４の規定に基づき、敷地の地盤面の高さ

と道路等の地盤面の高さの差が２ｍ以上ある部分を除いた長さとする。 
注４）算定式より得られる数値の小さい方の面積以上を確保する。 
注５）建蔽率は、建築基準法第 53 条の規定(角地緩和)が適用されるため、緩和後の数値とする。 
注６）「屋上の面積」とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分のうち、建物の管理に必

要な施設(ソーラーパネル、空調機器等)に係る部分を除いた面積をいう。 
注７）下線部については、評価書からの変更箇所を示す。 
 

表 5.2-2(2) 必要緑地面積等の算定(変更前) 

条例・基準等 対象 算定式注 1） 
必要緑地 
面積等 

北区みどりの条例 

地上部 
敷地面積×0.08 

1,593.16m2 

19,914.48×0.08＝1,593.16m2 

接道部 
接道部長さ×0.7 

338.20ｍ 
483.14×0.7＝338.20m 

東京都自然保護条例 
（緑化計画書制度） 

地上部注 2） 

(敷地面積－建築面積)×0.25 

2,500.87m2 

(19,914.48－9,911)×0.25＝2,500.87m2 

(敷地面積－敷地面積×建蔽率×0.8)×0.25 

(19,914.48－19,914.48×0.6×0.8)×0.25 

＝2,588.88m2 

接道部 
接道部長さ×0.7 

338.20ｍ 
483.14×0.7＝338.20 

建築物上 
屋上面積注 3）×0.25 

925m2 
3,700×0.25＝925m2 

注１）必要緑地面積等の算定に必要となる諸元は、敷地面積：19,914.48m2、建築面積：9,911m2、法定
建蔽率：60％、接道部長さ：483.14ｍ、屋上面積（人の出入り及び利用可能な部分）：約
3,700m2である。 

注２）算定式より得られる数値の小さい方の面積以上を確保する。 
注３）「屋上の面積」とは、建築物の屋根部分で人の出入り及び利用可能な部分のうち、建物の管理に

必要な施設(ソーラーパネル、空調機器等)に係る部分を除いた面積をいう。 
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5.3 施工計画 

建替事業の工程は、表 5.3-1(1)及び表 5.3-1(2)に示すとおりである。 

評価書提出後、現況調査で実施できなかった既存施設の存在する範囲を含めた土壌汚染

調査により、汚染が確認され、土壌汚染対策をしていること及び掘削工事中に発見された地

中障害物の撤去工事により、工事工程に影響が生じたため、施工計画（工事工程）を見直し

た。これに伴い、工事工程は約 84 か月（令和４年度から令和 11 年度）から約 93 か月（令

和４年度から令和 12 年度）に変更となる。 

 

表 5.3-1(1) 建替事業の工程（予定）（変更後） 

事業年度 

主要工程 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 

準備工事 
         

解体工事・土工事 
         

く体・プラント工事 
         

外構工事 
         

試運転 
         

 

 

表 5.3-1(2) 建替事業の工程（予定）（変更前） 

事業年度 

主要工程 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 

準備工事 
        

解体工事・土工事 
        

く体・プラント工事 
        

外構工事 
        

試運転 
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6 事業計画変更に伴う予測・評価の見直し 

6.1 予測・評価の項目 

本事業の評価書において選択した、環境影響評価の項目は、表 6-1 に示すとおりであ

る。 

 

表 6-1 環境影響要因と環境影響評価の項目との関連表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 

環境影響評価の項目 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境影響要因 

 

大

気

汚

染 

 

悪

臭 

 

騒

音 

・

振

動 

 

水

質

汚

濁 

 

土

壌

汚

染 

 

地

盤 

 

地

形 

・

地

質 

 

水

循

環 

 

生

物 

・

生

態

系 

 

日

影 

 

電

波

障

害 

 

風

環

境 

 

景

観 

 

史

跡 

・

文

化

財 

 

自

然

と

の

触

れ

合

い

活

動

の

場 

 

廃

棄

物 

 

温

室

効

果

ガ

ス 

工
事
の
施
行
中 

施設の建設等     ○ ○  ○        ○  

建設機械の稼働 ○  ○               

工事用車両の走行 ○  ○               

工
事
の
完
了
後 

施設の存在      ○  ○  ○ ○  ○  ○   

施設の稼働 ○ ○ ○             ○ ○ 

ごみ収集車両等の走行 ○  ○               

注）○は環境影響評価の対象項目として選定した項目 

 

6.2 予測・評価の見直し 

「４ 事業計画の変更の概要及びその理由」、「５ 事業計画の変更内容」に示した事業

計画の変更に伴い、各項目に対して予測・評価の見直しの必要性について検討した。予

測の見直しの検討結果及びその理由は、表 6-2(1)～表 6-2(5)に示すとおりである。 
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表 6-2(1) 予測・評価の見直しの必要性 

環境影響 

評価の項目 
予測事項 

見直しの 
必要性 

理由 

大
気
汚
染 

工
事
の
施
行
中 

建設機械の稼働に

伴う排出ガスによ

る大気質の状況 

× 

今回の変更に伴い、予測対象時点（建設

機械の稼働に伴う汚染物質排出量が最大と

なる１年間）は変更となるが、汚染物質の

排出量が最大となる時期における汚染物質

排出量は減少することから、浮遊粒子状物

質(0.047mg/m3(日平均値の２％除外値))、 

二酸化窒素(0.053ppm(日平均値の年間98％

値))の予測・評価の見直しは行わない。 

（資料編ｐ.３参照） 

工事用車両の走行

に伴う排出ガスに

よる大気質の状況 

× 

今回の変更に伴い、予測対象時点（工事

用車両の走行台数が最大となる時点）は変

更となるが、工事用車両の日最大台数及び

走行ルートに変更はないことから、浮遊粒

子状物質(0.041mg/m3(日平均値の２％除外

値))、二酸化窒素(0.043ppm(日平均値の年

間98％値))の予測・評価の見直しは行わな

い。 

(資料編p.７参照) 

工
事
の
完
了
後 

施設の稼働に伴う

煙突排出ガスによ

る大気質の状況 
× 

今回の変更に伴う工事の完了後の施設

の稼働条件(煙突排出ガス及び諸元等)に

変更はないことから、予測・評価の見直

しは行わない。 

ごみ収集車両等の

走行に伴う排出ガ

スによる大気質の

状況 

× 

今回の変更に伴う工事の完了後のごみ

収集車両等の走行条件に変更はないこと

から、予測・評価の見直しは行わない。 

悪
臭 

工
事
の
完
了
後 

・敷地境界の臭気指

数 

・煙突等気体排出口

の臭気排出強度 

・排出水の臭気指数 × 

今回の変更に伴う工事の完了後の施設

の稼働条件に変更はないことから、予測・

評価の見直しは行わない。 
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表 6-2(2) 予測・評価の見直しの必要性 

環境影響 

評価の項目 
予測事項 

見直しの 
必要性 

理由 

騒
音
・
振
動 

工
事
の
施
行
中 

建設機械の稼働に

伴う騒音・振動 

× 

今回の変更に伴い、予測対象時点（建設 

機械の稼働に伴い発生する騒音及び振動レ 

ベルの合成値が最大となる月）及び建設機

械の稼働状況(台数)は変更となる。建設機

械の配置は同程度であり、建設機械の稼働

状況(種類、使用状況等)に大きな変更はな

く、騒音及び振動レベルの合成値について

も減少することから、騒音レベル(解体・土

工事：83dB、く体・プラント工事：

77dB）、振動レベル(解体・土工事：72dB、

く体・プラント工事：70dB)の予測・評価の

見直しは行わない。 

 (資料編p.３参照) 

工事用車両の走行

に伴う騒音・振動 

× 

今回の変更に伴い、予測対象時点（工事 

用車両の走行台数が最大となる時点)は変更 

となるが、工事用車両の日最大台数に変更

はないことから、騒音レベル(72dB)、振動

レベル(昼間：47dB～51dB)、夜間：42dB～

45dB)の予測・評価の見直しは行わない。 

(資料編p.７参照) 

工
事
の
完
了
後 

施設の稼働に伴う

騒音・振動 × 

今回の変更に伴う工事の完了後の施設

の稼働条件に変更はないことから、予

測・評価の見直しは行わない。 

ごみ収集車両等の

走行に伴う騒音・振

動 
× 

今回の変更に伴う工事の完了後のごみ

収集車両等の走行条件に変更はないこと

から、予測・評価の見直しは行わない。 

土
壌
汚
染 

工
事
の
施
行
中 

・土壌中の有害物質

等の濃度 

・地下水への溶出の

可能性の有無 

・新たな土地への汚

染の拡散の可能性 

の有無 

× 

今回の変更に伴う土壌汚染状況調査の

内容に変更はなく、汚染状況を把握する

とともに、適切な拡散防止対策を実施す

ることに変更はないことから、予測・評

価の見直しは行わない。 
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表 6-2(3) 予測・評価の見直しの必要性 

環境影響 

評価の項目 
予測事項 

見直しの 

必要性 
理由 

地
盤 

工
事
の
施
行
中 

・地盤の変形の範囲

及び程度 

・地盤沈下の範囲及

び程度 

・地下水の水位及び

流況の変化の程度 

× 

今回の変更に伴う掘削工事における山

留め壁の設置状況は同程度であることか

ら、予測・評価の見直しは行わない。 

工
事
の
完
了
後 

・地盤の変形の範囲

及び程度 

・地盤沈下の範囲及

び程度 

・地下水の水位及び

流況の変化の程度 

× 

今回の変更に伴う工事完了後の地下構

造物の範囲及び深さ等の設置状況は同程

度であることから、予測・評価の見直しは

行わない。 

水
循
環 

工
事
の
施
行
中 

地下水の水位及び

流況の変化の程度 

× 

今回の変更に伴う掘削工事における山

留め壁の設置状況は同程度であることか

ら、予測・評価の見直しは行わない。 

工
事
の
完
了
後 

・地下水の水位及び

流況の変化の程度 

・表面流出量の変化

の程度 
× 

今回の変更に伴う工事の完了後の地下

構造物の範囲及び深さ等の設置状況は同

程度であり、雨水流出抑制施設等の整備

の計画に変更はないことから、予測・評価

の見直しは行わない。 

日
影 

工
事
の
完
了
後 

・冬至日における日

影の範囲及び日影 

となる時刻、時間 

数等の日影の状況 

の変化の程度 

・日影が生じること

による影響に特に 

配慮すべき施設等 

における日影とな 

る時刻、時間数等 

の日影の状況の変 

化の程度 

○ 

計画建築物の詳細検討に伴い、建築物形

状が変更となることから日影の範囲に変

化が生じるため、予測・評価の見直しを行

う。 

電
波
障
害 

工
事
の
完
了
後 

地上デジタル波及

び衛星放送に対す

る遮蔽障害が及ぶ

範囲内のテレビ電

波受信状況 

〇 

計画建築物の詳細検討に伴い、建築物形

状が変更となることから遮蔽障害範囲に

変化が生じるため、予測・評価の見直しを

行う。 
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表 6-2(4) 予測・評価の見直しの必要性 

環境影響 

評価の項目 
予測事項 

見直しの 

必要性 
理由 

景
観 

工
事
の
完
了
後 

・主要な景観構成要 

素の改変の程度及 

びその改変による 

地域景観の特性の 

変化の程度 

・代表的な眺望地点 

からの眺望の変化 

の程度 

・圧迫感の変化の程 

度 

○ 

計画建築物の詳細検討に伴い、計画建築

物形状が変更となることから、景観要素

に変化が生じるため、予測・評価の見直し

を行う。 

 

自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

工
事
の
完
了
後 

緩衝緑地の整備に

伴う自然との触れ

合い活動の場が持

つ機能の変化の程

度 

× 

今回の変更に伴う工事の完了後におい

て、自然との触れ合い活動の場が持つ機

能の変化ができる限り低減されるよう、

現況と同様の敷地北西側の位置に再整備

するとともに、「北区緑の基本計画2020」

に配慮した樹木の植栽を行う計画に変更

はないことから、予測・評価の見直しは行

わない。 
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表 6-2(5) 予測・評価の見直しの必要性 

環境影響 

評価の項目 
予測事項 

見直しの 

必要性 
理由 

廃
棄
物 

工
事
の
施
行
中 

・廃棄物の排出量、 

再利用量、処理 

・処分方法 

・建設発生土の排出 

  量、再利用量及び 

 処理・処分方法 

× 

計画建築物の詳細検討に伴い、建築物形

状が変更となったことで、変更後の建設工

事対象床面積は 35,153m2(変更前 :25,743 

m2)に増加するため、建設工事に伴う廃棄物

の排出量は増加する。しかし、評価書の予測

において、廃棄物の排出量の合計は約

124,229t(解体工事:約113,925t、建設工事:

約10,304t)であり、解体工事に伴う廃棄物

の排出量の割合が大きく、建設工事に伴う

廃棄物の排出量の寄与率が全体の約１割に

満たないため、廃棄物の排出量の合計は変

更前後でおおむね同程度であると考えられ

ることから、予測・評価の見直しを行わな

い。 

工
事
の
完
了
後 

廃棄物（主灰、飛灰

処理汚泥及び脱水

汚泥）の排出量、再

利用量及び処理・処

分方法 

× 

今回の変更に伴う工事の完了後の施設の

稼働条件、廃棄物の処分及び資源化の方法

に変更はないことから、予測・評価の見直し

は行わない。 

温
室
効
果
ガ
ス 

工
事
の
完
了
後 

・施設の稼働に伴っ 

  て排出される温室 

効果ガス(二酸化 

炭素、メタン、一 

酸化二窒素)の排 

出量の程度 

・施設の稼働に伴う

温室効果ガス(二

酸化炭素)の削減

量の程度 

× 

今回の変更に伴う、工事の完了後の施設

の稼働に伴うエネルギー使用量及びごみ焼

却量並びにエネルギーの有効利用計画に変

更はないことから、予測・評価の見直しは行

わない。 

 

 

 



25 

6.3 日影 

  (1)予測事項 

予測事項は、工事の完了後において、以下に示す項目とした。 

・冬至日における日影の範囲及び日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程度 

・日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時間

数等の日影の状況の変化の程度 

 

  (2)予測の対象時点 

評価書と同様に、計画建築物等の工事が完了した後の冬至日とした。 

 

  (3)予測地域 

評価書と同様に、現況調査の調査地域に準じた。調査地点は図 6.3-1 に示すとおりで

ある。 

 

  (4)予測方法 

   ア 冬至日における日影の範囲及び日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程 

    度 

評価書と同様に、計画建築物等による冬至日の８時から 16 時（真太陽時）の時刻別日

影図及び等時間日影図を作成する方法とした。 

予測に用いた条件は表 6.3-1 に、計画建築物等の高さの設定条件は図 5.1-4(1)～図

5.1-7(2)(p.10～13 参照）に示したとおりである。 

 

表 6.3-1 予測条件 

項 目 条  件 

緯 度 北緯 36°00′ 

日影測定面の位置 
時刻別日影図：平均地盤面 
等時間日影図：建築基準法上の規制面（平均地盤面＋4.0ｍ） 

予測の時期 冬至日 

予測の時間帯 
真太陽時（太陽がその地点の真南に位置した瞬間を正午とする
時刻の決め方）の８時から 16 時まで 

注）日影の予測は、「建築基準法」別表第４に基づく平均地盤面の高さを用いており、平均地盤面は敷地の一 

部かさ上げ(+約 0.8m)により、A.P.約+4.5m となる。 

なお、変更前の平均地盤面の高さは敷地地盤高さ(表 5.1-1(2) 参照)であり、A.P.+約 3.7m となる。 

 

   イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時

間数等の日影の状況の変化の程度 

評価書と同様に、「ア 冬至日における日影の範囲及び日影となる時刻、時間数等の日

影の状況の変化の程度」に示した冬至日の８時から 16 時（真太陽時）の時刻別日影図を

作成する方法に加えて、現況の天空写真に計画建築物等の完成予想図を合成した天空図

を作成し、これに太陽軌跡を重ねて予測する方法とした。 
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図 6.3-1 日影調査地点  
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  (5)予測結果 

   ア 冬至日における日影の範囲及び日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程 

    度 

変更後の冬至日における時刻別日影図は図 6.3-2(1)に、等時間日影図は図 6.3-3(1)

に示すとおりである。 

時刻別日影図は図 6.3-2(1)に示すとおり、煙突の日影は広範囲に生じるが、煙突の高

さは既存と同じ(約 120ｍ)であることから、日影の範囲は変更前と比べほぼ変わらない。 

等時間日影図は図 6.3-3(1)に示すとおり、規制対象区域の規制時間内である。 

 

   イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時

間数等の日影の状況の変化の程度 

計画地周辺の特に配慮すべき施設等として、計画地の北～西側にかけて低層の住宅が

ある。 

変更後の主要な予測地点における日影の状況は写真 6.3-1(1)、写真 6.3-2(1)及び写

真 6.3-3(1)に示すとおりである。 

冬至日の計画建築物による日影時間の現況からの変化量は、予測地点①では変化なし、

一方、地点②では約 320 分、地点③で約 50 分の増加となる。 
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図 6.3-2(1) 計画建築物等による時刻別日影図（変更後） 
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図 6.3-2(2) 計画建築物等による時刻別日影図（変更前） 
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図 6.3-3(1) 計画建築物による等時間日影図（変更後） 
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図 6.3-3(2) 計画建築物による等時間日影図（変更前） 
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図 6.3-3(3) 計画建築物等（煙突を含む）による等時間日影図（変更後） 
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図 6.3-3(4) 計画建築物等（煙突を含む）による等時間日影図（変更前）
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凡例    ：その他の日影時間帯 

   ：清掃工場による日影時間帯 

注）植栽、電柱等による日影は、日影時間に含まない。 

 

写真 6.3-1(1) 地点①における現況及び将来の天空図（地上高さ 1.5ｍ）(変更後) 

  

時刻 8       9       10      11      12      13      14      15      16 
日影の生

じる時間 

現況から

の変化量 

夏至日 
現況                   約 0 分 

約 0 分 
建替え後                   約 0 分 

春分 
秋分 

現況                   約 190 分 
約 0 分 

建替え後                   約 190 分 

冬至日 
現況                   約 260 分 

約 0 分 
建替え後                   約 260 分 

既存 

建替え後 
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凡例    ：その他の日影時間帯 

   ：清掃工場による日影時間帯 

注）植栽、電柱等による日影は、日影時間に含まない。 

 

写真 6.3-1(2) 地点①における現況及び将来の天空図（地上高さ 1.5ｍ）(変更前) 

  

時刻 8       9       10      11      12      13      14      15      16 
日影の生

じる時間 

現況から

の変化量 

夏至日 
現況                   約 0 分 

約 0 分 
建替え後                   約 0 分 

春分 
秋分 

現況                   約 190 分 
約 0 分 

建替え後                   約 190 分 

冬至日 
現況                   約 260 分 

約-20 分 
建替え後                   約 240 分 

既存 

建替え後 
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凡例    ：その他の日影時間帯 

   ：清掃工場による日影時間帯 

注）植栽、電柱等による日影は、日影時間に含まない。 

 

写真 6.3-2(1) 地点②における現況及び将来の天空図（地上高さ 1.5ｍ）(変更後) 

  

時刻 8       9       10      11      12      13      14      15      16 
日影の生

じる時間 

現況から

の変化量 

夏至日 
現況                   約 0 分 

約 0 分 
建替え後                   約 0 分 

春分 
秋分 

現況                   約 0 分 
約 0 分 

建替え後                   約 0 分 

冬至日 
現況                   約 20 分 

約 320 分 
建替え後                   約 340 分 

既存 

建替え後 
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凡例    ：その他の日影時間帯 

   ：清掃工場による日影時間帯 

注）植栽、電柱等による日影は、日影時間に含まない。 

 

写真 6.3-2(2) 地点②における現況及び将来の天空図（地上高さ 1.5ｍ）(変更前) 

  

時刻 8       9       10      11      12      13      14      15      16 
日影の生

じる時間 

現況から

の変化量 

夏至日 
現況                   約 0 分 

約 0 分 
建替え後                   約 0 分 

春分 
秋分 

現況                   約 0 分 
約 0 分 

建替え後                   約 0 分 

冬至日 
現況                   約 20 分 

約 80 分 
建替え後                   約 100 分 

既存 

建替え後 
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凡例    ：その他の日影時間帯 

   ：清掃工場による日影時間帯 

注）植栽、電柱等による日影は、日影時間に含まない。 

 

写真 6.3-3(1) 地点③における現況及び将来の天空図（地上高さ 1.5ｍ）(変更後) 

  

時刻 8       9       10      11      12      13      14      15      16 
日影の生

じる時間 

現況から

の変化量 

夏至日 
現況                   約 0 分 

約 0 分 
建替え後                   約 0 分 

春分 
秋分 

現況                   約 0 分 
約 0 分 

建替え後                   約 0 分 

冬至日 
現況                   約 100 分 

約 50 分 
建替え後                   約 150 分 

既存 

建替え後 
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凡例    ：その他の日影時間帯 

   ：清掃工場による日影時間帯 

注）植栽、電柱等による日影は、日影時間に含まない。 

 

写真 6.3-3(2) 地点③における現況及び将来の天空図（地上高さ 1.5ｍ）(変更前) 

 

時刻 8       9       10      11      12      13      14      15      16 
日影の生

じる時間 

現況から

の変化量 

夏至日 
現況                   約 0 分 

約 0 分 
建替え後                   約 0 分 

春分 
秋分 

現況                   約 0 分 
約 0 分 

建替え後                   約 0 分 

冬至日 
現況                   約 100 分 

約 40 分 
建替え後                   約 140 分 

既存 

建替え後 
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  (6)評価の結果 

   ア 冬至日における日影の範囲及び日影となる時刻、時間数等の日影の状況の変化の程 

    度 

計画地に隣接する地域は一部を除き、「建築基準法」及び「東京都日影による中高層建

築物の高さの制限に関する条例」に基づく日影の規制対象区域である。 

なお、上記の各規制を受ける施設は建築物であり、独立基礎を有する煙突は規制の対

象外となる。 

計画建築物（煙突を含まない）による日影時間は、変更後、変更前を通して各規制対

象区域の規制時間内（５ｍライン：４時間(準工業地域)、10ｍライン：2.5 注）時間(準工

業地域（特別工業地区）)）である。 

浸水対策のための敷地の一部かさ上げ工事によって、やむを得ず日影範囲は増加する

が、建物形状を工夫し、日影範囲の軽減のために最大限の配慮を講じたことから、冬至

日における日影の状況の変化の程度は小さくなり、評価の指標である「建築基準法」及

び「東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例」で定める基準を満足す

ると考えられる。 

これらのことから変更後においても評価の結論に変更はない。 

 

注)10ｍラインは用途地域上、３時間規制であるものの、評価書時点において 2.5 時間で評価したため、

評価書の規制時間で評価する。 

 

   イ 日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻、時

間数等の日影の状況の変化の程度 

計画地周辺の特に配慮すべき施設等として計画地の北～西側にかけて低層の住宅があ

る。 

主要な予測地点における日影の状況は写真 6.3-1(1)～写真 6.3-3(2)に示すとおりで

あり、日影時間の変化は以下のとおりである。 

変更後の冬至日の計画建築物による日影時間は、現況と比べると、地点①で変化なし

(変更前：約 20 分減少)、地点②は、約 320 分(変更前：約 80 分)の増加、地点③は約 50

分(変更前：約 40 分)の増加となった。 

浸水対策のための敷地の一部かさ上げ工事によって、やむを得ず日影時間は増加する

が、建物形状を工夫し、日影時間の軽減のために最大限の配慮を講じたことから、計画

建築物による特に配慮すべき施設等への日影の影響は最小限に抑えられると考えられる。 

これらのことから変更後においても評価の結論に変更はない。 
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6.4 電波障害 

  (1)予測事項 

予測事項は、工事の完了後において、以下に示す項目とした。 

・地上デジタル波及び衛星放送に対する遮蔽障害が及ぶ範囲内のテレビ電波受信状況 

 

  (2)予測の対象時点 

評価書と同様に、計画建築物等の工事が完了した時点とした。 

 

  (3)予測地域 

評価書と同様に、現況調査の調査地域に準じた。 

 

  (4)予測方法 

評価書と同様に、構造物による電波障害予測式を用い、地上デジタル放送は「建造物障

害予測の手引き（地上デジタル放送 2005.3）」（平成 17 年３月、社団法人日本ＣＡＴＶ技

術協会）、衛星放送は「構造物障害予測の手引き（改訂版）」（1995 年９月、社団法人日本

ＣＡＴＶ技術協会）に基づき、遮蔽障害の及ぶ範囲について予測した。 

 

  (5)予測結果 

計画建築物等により、地上デジタル波・東京局(東京スカイツリー)及び埼玉局の遮蔽障

害の発生が予測される地域は図 6.4-1(1)及び図 6.4-1(2)に、衛星放送によるテレビ電

波の遮蔽障害の発生が予測される地域は、図 6.4-2(1)及び図 6.4-2(2)に示すとおりで

ある。 

また、テレビ電波障害の発生が予測される最大範囲は表 6.4-1 に示すとおりである。 
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表 6.4-1 テレビ電波障害の発生が予測される最大範囲 

 遮蔽障害範囲 

( )：障害の方向 

変更後 変更前 

地上デジタル波 東京局 

(東京スカイツリー) 

長さ約５ｍ、幅約 119ｍ注） 

（北） 

長さ約 25ｍ、幅約 72ｍ注） 

（西） 

敷地内の範囲 

（北西） 

埼玉局 長さ約 1,050ｍ、幅約 170ｍ 

（南東） 

長さ約 1,050ｍ、幅約 170ｍ 

（南東） 

衛星放送 BS・CS 放送 

(CS 110°) 

長さ約 18ｍ、幅約 41ｍ 

（東） 

長さ約８ｍ、幅約 21ｍ 

（北東） 

長さ約３ｍ、幅約４ｍ 

（西） 

長さ約 17ｍ、幅約 42ｍ 

（東） 

JCSAT-4 長さ約６ｍ、幅約 12ｍ 

（東） 

長さ約３ｍ、幅約６ｍ 

（西） 

長さ約４ｍ、幅約 10ｍ 

（東） 

JCSAT-3 長さ約３ｍ、幅約４ｍ 

（東） 

長さ約３ｍ、幅約６ｍ 

（西） 

敷地内の範囲 

（北東） 

注）最大範囲における長さ及び幅は、計画地外に障害を及ぼすと予測される部分を総合的に考慮し示したものである。 
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余白 
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図 6.4-1(1) テレビ電波障害予測地域（地上デジタル波）（変更後） 
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図 6.4-1(2) テレビ電波障害予測地域（地上デジタル波）（変更前） 
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図 6.4-2(1) テレビ電波障害予測地域（衛星放送波）（変更後） 
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図 6.4-2(2) テレビ電波障害予測地域（衛星放送波）（変更前） 
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  (6)評価の結果 

地上デジタル波及び衛星放送による受信障害の範囲の変化は、表 6.4-1 に示すとおり

である。地上デジタル波については、東京局(東京スカイツリー)が新たに計画地の北側で

長さ約５ｍ、幅約 119ｍ及び西側で長さ約 25ｍ、幅約 72ｍの範囲においてテレビ電波の

遮蔽障害が発生する可能性があるが、北側住宅地には障害を及ぼさない予測となってい

る。一方、埼玉局はおおむね同程度であった。 

衛星放送については、BS・CS 放送(CS 110°)が計画地の東側で長さ約 18ｍ、幅約 41ｍ

及び北東側で長さ約８ｍ、幅約 21ｍ(変更前：東側で長さ約 17ｍ、幅約 42ｍ)、JCSAT-4

が計画地の東側は長さ約６ｍ、幅約 12ｍ(変更前：東側で長さ約４ｍ、幅約 10ｍ)の範囲

においてテレビ電波の遮蔽障害が発生する可能性がある。JCSAT-3 は、新たに計画地の東

側で長さ約３ｍ、幅約４ｍの範囲においてテレビ電波の遮蔽障害が発生する可能性があ

る。 

また、新設されるボンベ庫により、新たに計画地の西側において BS・CS 放送(CS 110°)

は長さ約３ｍ、幅約４ｍ、JCSAT-4 は長さ約３ｍ、幅約６ｍ、JCSAT-3 は長さ約３ｍ、幅

約６ｍの範囲において、テレビ電波の遮蔽障害が発生する可能性があるが、住宅地には障

害を及ぼさない予測となっている。 

なお、計画建築物等に起因する電波障害が発生した場合には、適切な障害対策を講じる

ことにより電波障害は解消されると考える。 

したがって、本事業に係る電波障害は評価の指標とした「施設の建替えに伴う電波障害

を起こさないこと」を満足すると考える。 

これらのことから変更後においても評価の結論に変更はない。 

 

 



49 

6.5 景観 

  (1)予測事項 

予測事項は、工事の完了後において、以下に示す項目とした。 

・主要な景観構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

・代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

・圧迫感の変化の程度 

 

  (2)予測の対象時点 

評価書と同様に、計画建築物等の工事が完了した時点とした。 

 

  (3)予測地域 

評価書と同様に、現況調査の調査地域に準じた。 

 

  (4)予測方法 

   ア 主要な景観構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

評価書と同様に、対象事業の種類及び規模、地域景観の特性を考慮した定性的な予測

を行った。 

 

   イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

評価書と同様に、計画建築物等による地域景観の特性の変化等を完成予想図（フォト

モンタージュ）の作成等により予測した。 

代表的な眺望地点の調査地点については、図 6.5-1 に示すとおりである。 

 

   ウ 圧迫感の変化の程度 

評価書と同様に、現況の天空写真に計画建築物等の完成予想図を合成した天空図を作

成するとともに、圧迫感の指標の一つである形態率を算定し、現況との比較を行うこと

により圧迫感の変化の程度を予測した。 

圧迫感の調査地点については、図 6.5-2 に示すとおりである。 
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図 6.5-1 景観調査地点  
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図 6.5-2 圧迫感調査地点  
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  (5)予測結果 

   ア 主要な景観構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

計画地周辺は、低層及び中・高層建築物である住宅等が多く、公園等も数多く散在し

た景観特性を有している。 

本事業は、既存の清掃工場を建替えるものであり、工場棟は周辺地盤からの最高高さ

を既存工場と同じ約 31ｍとする計画である。また、煙突は既存煙突と同じ約 120ｍの計

画である。変更後において、建物形状を変更したものの、工事の完了後の主な計画建築

物等は工場棟と煙突であることから、基本的な景観構成要素の変化はなく、地域景観の

特性の変化はほとんどないと予測する。 

 

   イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度は、写真 6.5-1(1)～写真 6.5-8(4)に示す

とおりである。 

変更後において、建物形状を変更したものの、建替え後の工場棟及び煙突の高さは建

替え前の既存のものと同じであるため、基本的な景観構成要素の変化はなく、眺望に大

きな変化を及ぼさないものと予測する。 
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清掃工場の北東側に位置する志茂三丁目小柳川公園から清掃工場を望む地点である。この地点は、公園利

用者が住宅街の上に清掃工場の煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-1(1) 地点① 志茂三丁目小柳川公園からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-1(2) 地点① 志茂三丁目小柳川公園からの景観（将来）（変更後） 
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清掃工場の北東側に位置する志茂三丁目小柳川公園から清掃工場を望む地点である。この地点は、公園利

用者が住宅街の上に清掃工場の煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-1(3) 地点① 志茂三丁目小柳川公園からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-1(4) 地点① 志茂三丁目小柳川公園からの景観（将来）（変更前） 
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清掃工場の西側に位置する北運動公園から清掃工場を望む地点である。この地点は、公園利用者が公園の

正門より清掃工場の建築物及び煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-2(1) 地点② 北運動公園からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の工場棟は、最高高さを既存建築物と同じとして、周辺環境に調和した色合いとすることで視認

性を和らげている。煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-2(2) 地点② 北運動公園からの景観（将来）（変更後） 
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清掃工場の西側に位置する北運動公園から清掃工場を望む地点である。この地点は、公園利用者が公園の

正門より清掃工場の建築物及び煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-2(3) 地点② 北運動公園からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の工場棟は、最高高さを既存建築物と同じとして、周辺環境に調和した色合いとすることで視認

性を和らげている。煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-2(4) 地点② 北運動公園からの景観（将来）（変更前） 
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清掃工場の南東側に位置し、北本通りの歩道から清掃工場を望む地点である。この地点は、歩道利用者が

道路越しに清掃工場の建築物及び煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-3(1) 地点③ 北本通りからの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の工場棟は、最高高さを既存建築物と同じとして、周辺環境に調和した色合いとすることで視認

性を和らげている。煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-3(2) 地点③ 北本通りからの景観（将来）（変更後） 
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清掃工場の南東側に位置し、北本通りの歩道から清掃工場を望む地点である。この地点は、歩道利用者が

道路越しに清掃工場の建築物及び煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-3(3) 地点③ 北本通りからの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の工場棟は、最高高さを既存建築物と同じとして、周辺環境に調和した色合いとすることで視認

性を和らげている。煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-3(4) 地点③ 北本通りからの景観（将来）（変更前） 
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清掃工場の東側に位置する志茂東公園から清掃工場を望む地点である。この地点は、公園利用者が公園の

広場より清掃工場の建築物及び煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-4(1) 地点④ 志茂東公園からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の工場棟は、最高高さを既存建築物と同じとして、周辺環境に調和した色合いとすることで視認

性を和らげている。煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-4(2) 地点④ 志茂東公園からの景観（将来）（変更後） 
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清掃工場の東側に位置する志茂東公園から清掃工場を望む地点である。この地点は、公園利用者が公園の

広場より清掃工場の建築物及び煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-4(3) 地点④ 志茂東公園からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の工場棟は、最高高さを既存建築物と同じとして、周辺環境に調和した色合いとすることで視認

性を和らげている。煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-4(4) 地点④ 志茂東公園からの景観（将来）（変更前） 
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清掃工場の北側に位置する新志茂橋から清掃工場を望む地点である。この地点は、橋利用者が清掃工場の

煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-5(1) 地点⑤ 新志茂橋からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-5(2) 地点⑤ 新志茂橋からの景観（将来）（変更後） 
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清掃工場の北側に位置する新志茂橋から清掃工場を望む地点である。この地点は、橋利用者が清掃工場の

煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-5(3) 地点⑤ 新志茂橋からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-5(4) 地点⑤ 新志茂橋からの景観（将来）（変更前） 
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清掃工場の西側に位置する赤羽台団地から清掃工場を望む地点である。この地点は、団地東側の歩道利用

者が住宅街の上に清掃工場の煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-6(1) 地点⑥ 赤羽台団地からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-6(2) 地点⑥ 赤羽台団地からの景観（将来）（変更後） 
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清掃工場の西側に位置する赤羽台団地から清掃工場を望む地点である。この地点は、団地東側の歩道利用

者が住宅街の上に清掃工場の煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-6(3) 地点⑥ 赤羽台団地からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-6(4) 地点⑥ 赤羽台団地からの景観（将来）（変更前） 
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清掃工場の南西側に位置する環七通り（平和橋）から清掃工場を望む地点である。この地点は、橋利用者

が住宅街の上に清掃工場の煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-7(1) 地点⑦ 環七通り（平和橋）からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-7(2) 地点⑦ 環七通り（平和橋）からの景観（将来）（変更後） 
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清掃工場の南西側に位置する環七通り（平和橋）から清掃工場を望む地点である。この地点は、橋利用者

が住宅街の上に清掃工場の煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-7(3) 地点⑦ 環七通り（平和橋）からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-7(4) 地点⑦ 環七通り（平和橋）からの景観（将来）（変更前） 
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清掃工場の東側に位置する環七通り（鹿浜橋）から清掃工場を望む地点である。この地点は、橋利用者が

清掃工場の建築物及び煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-8(1) 地点⑧ 環七通り（鹿浜橋）からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の工場棟は、最高高さを既存建築物と同じとして、周辺環境に調和した色合いとすることで視認

性を和らげている。煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-8(2) 地点⑧ 環七通り（鹿浜橋）からの景観（将来）（変更後） 
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清掃工場の東側に位置する環七通り（鹿浜橋）から清掃工場を望む地点である。この地点は、橋利用者が

清掃工場の建築物及び煙突を見ることができる。 

 

写真 6.5-8(3) 地点⑧ 環七通り（鹿浜橋）からの景観（現況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建替え後の工場棟は、最高高さを既存建築物と同じとして、周辺環境に調和した色合いとすることで視認

性を和らげている。煙突は既存煙突と同じ高さとすることで、建替え前とほとんど変わらない。 

 

写真 6.5-8(4) 地点⑧ 環七通り（鹿浜橋）からの景観（将来）（変更前） 
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   ウ 圧迫感の変化の程度 

各調査地点における現況と計画建築物等の工事の完了後の圧迫感の変化の程度は表 

6.5-1(1)及び(2)に、現況及び将来の天空写真は写真 6.5-9(1)～写真 6.5-12(2)の下段

に示すとおりである。 

現況における圧迫感の状況（形態率）は、約 20.7％から約 37.8％までの範囲であるが、

工事の完了後における圧迫感の状況（形態率）は、約 28.0％から約 40.2％（変更前：約

22.9％から約 38.7％）までの範囲となる。計画建築物等の建替えに伴う変化は、約-0.9

ポイントから約 17.4 ポイント（変更前：約-6.0 ポイントから約 11.8 ポイント）までの

範囲にあり、変更前と比べて各予測地点で増加すると予測する。 

また、清掃工場のみ（煙突を含む）の圧迫感の状況（形態率）は、約 2.4％から約 24.8％

（変更前：約 2.0％から約 19.2％）までの範囲になると予測する。 
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表 6.5-1(1) 圧迫感の状況（形態率）の変化（変更後） 

 

地点名 
現況 

(％) 

a 

工事の完了後 

(％) 

b 

増減 

(ポイント) 

① 敷地境界北側 
約 37.8 

(約 3.3) 

約 40.2 

(約 5.7) 

約 2.4 

(約 2.4) 

② 敷地境界東側 
約 20.7 

(約 7.4) 

約 38.1 

(約 24.8) 

約 17.4 

(約 17.4) 

③ 敷地境界南側 
約 28.9 

(約 16.2) 

約 28.0 

(約 15.3) 

約-0.9 

(約-0.9) 

④ 敷地境界西側 
約 29.0 

(約 2.2) 

約 29.2 

(約 2.4) 

約 0.2 

(約 0.2) 

注１）形態率の下段（ ）内の数値については、清掃工場のみ(煙突を含む)の形態率を示す。  

注２）四捨五入の関係で、増減＝b-a とならない場合がある。  

注３）植栽や電柱等は形態率に含まない、ただし、建築物等が植栽や電柱等の背後となる

場合は含む。 

 

表 6.5-1(2) 圧迫感の状況（形態率）の変化（変更前） 

 

地点名 

現況 

(％) 

a 

工事の完了後 

(％) 

b 

増減 

(ポイント) 

① 敷地境界北側 
約 37.8 

(約 3.3) 

約 38.7 

(約 4.2) 

約 0.9 

(約 0.9) 

② 敷地境界東側 
約 20.7 

(約 7.4) 

約 32.5 

(約 19.2) 

約 11.8 

(約 11.8) 

③ 敷地境界南側 
約 28.9 

(約 16.2) 

約 22.9 

(約 10.2) 

約-6.0 

(約-6.0) 

④ 敷地境界西側 
約 29.0 

(約 2.2) 

約 28.7 

(約 2.0) 

約-0.2 

(約-0.2) 

注１）形態率の下段（ ）内の数値については、清掃工場のみ(煙突を含む)の形態率を示す。  

注２）四捨五入の関係で、増減＝b-a とならない場合がある。  

注３）植栽や電柱等は形態率に含まない、ただし、建築物等が植栽や電柱等の背後となる

場合は含む。 
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※天空写真は、正射影に変換した。 

 

写真 6.5-9(1) 現況及び将来の天空写真（地点①：計画地北側）（変更後） 

現  況 

工事の完了後 

(変更後) 

既存 

建替え後 
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※天空写真は、正射影に変換した。 

 

写真 6.5-9(2) 現況及び将来の天空写真（地点①：計画地北側）（変更前） 

現  況 

工事の完了後 

(変更前) 

既存 

建替え後 
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※天空写真は、正射影に変換した。 

 

写真 6.5-10(1) 現況及び将来の天空写真（地点②：敷地境界東側）（変更後） 

現  況 

工事の完了後 

(変更後) 

既存 

建替え後 
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※天空写真は、正射影に変換した。 

 

写真 6.5-10(2) 現況及び将来の天空写真（地点②：敷地境界東側）（変更前） 

工事の完了後 

(変更前) 

現  況 

既存 

建替え後 
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※天空写真は、正射影に変換した。 

 

写真 6.5-11(1) 現況及び将来の天空写真（地点③：敷地境界南側）（変更後） 

現  況 

工事の完了後 

(変更後) 

既存 

建替え後 
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※天空写真は、正射影に変換した。 

 

写真 6.5-11(2) 現況及び将来の天空写真（地点③：敷地境界南側）（変更前） 

工事の完了後 

(変更前) 

現  況 

既存 

建替え後 
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※天空写真は、正射影に変換した。 

 

写真 6.5-12(1) 現況及び将来の天空写真（地点④：敷地境界西側）（変更後） 

現  況 

工事の完了後 

(変更後) 

既存 

建替え後 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※天空写真は、正射影に変換した。 

 

写真 6.5-12(2) 現況及び将来の天空写真（地点④：敷地境界西側）（変更前） 

工事の完了後 

(変更前) 

現  況 

既存 

建替え後 
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  (6)評価の結果 

   ア 主要な景観構成要素の改変の程度及びその改変による地域景観の特性の変化の程度 

計画地周辺は、全体的に低層及び中・高層建築物である住宅等が多い地域である。さ

らに計画地の東側には北本通りなど、幹線となる道路が近くを通過している。 

変更後の計画建築物は、最高高さを既存建築物と同様とし、煙突についても既存建築

物と同じ高さ約 120ｍとする計画である。また、周辺環境に調和した色合いとし、計画

建築物等の視認性を和らげ景観の質を高めることで、『北区らしい景観』にふさわしい景

観構成要素になると考える。 

したがって、評価の指標である「北区景観づくり計画」に示されている基本目標「区

民とともに まもり つくり そだてる 北区らしい景観をめざして」を満足すると考える。 

これらのことから変更後においても評価の結論に変更はない。 

 

   イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

変更後の工場棟及び煙突の高さは既存のものと同じであるため、基本的な景観構成要

素の変化はなく、色彩や形状にあたっては北区景観づくり計画に定める景観形成基準に

基づいた外観意匠とすることで、周囲の街並みと調和のとれた景観を創出でき、眺望に

大きな変化を及ぼさないと考える。 

したがって、評価の指標である「北区景観づくり計画」に示されている良好な景観形

成のための行為の制限等に関する事項を満足すると考える。 

これらのことから変更後においても評価の結論に変更はない。 

 

   ウ 圧迫感の変化の程度 

変更後の工場棟は、最高高さを既存の工場棟の高さと同様にしたが、計画地近傍にお

ける形態率の変化は約-0.9 ポイントから約 17.4 ポイント(変更前：約-6.0 ポイントか

ら約 11.8 ポイント)の範囲となった。浸水対策のための敷地の一部かさ上げ工事によっ

て、やむを得ず圧迫感は増加するが、建物形状を工夫し、圧迫感の軽減のために最大限

の配慮を講じたことから、圧迫感の変化の程度は小さいと考えられる。 

また、工場棟の色彩や形状にあたっては、北区景観づくり計画に定める景観形成基準

に基づいた外観意匠とすることから、評価の指標である「圧迫感の軽減を図ること」を

満足すると考える。 

したがって、計画建築物による圧迫感の影響は、できる限り最小限に抑えられると考

えられる。 

これらのことから変更後においても評価の結論に変更はない。 
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7 環境影響評価手続の経過 

環境影響評価手続の経過の内容は、表 7-1 に示すとおりである。 

 

表 7-1 環境影響評価手続の経過 

環境影響評価手続の経過 

環境影響評価調査計画書の提出 平成30年８月10日 

環境影響評価書案の提出 令和２年９月16日 

環境影響評価書案に係る見解書の提出 令和３年３月29日 

審査意見書が送付された日 令和３年７月６日 

環境影響評価書の提出 令和３年12月９日 

事後調査計画書・着工届の提出 令和５年２月10日 

事業計画の変更について 令和５年２月10日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

 

余白 
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8 事後調査計画の見直し 

今回の変更に伴い事後調査時期を変更したため、変更後及び変更前の事後調査報告書の提

出時期及び内容は表 8-1(1)及び表 8-1(2)に示すとおりである。 

なお、事後調査時期の変更については、以下のとおりである。 

 

  (1)大気汚染 

  ・建設機械の稼働に伴う排出ガスによる大気質の状況  

建設機械からの汚染物質排出量がピークとなる期間が、窒素酸化物は 28～39 か月目の

12 か月間（12 か月間のピーク月は工事開始後 34 か月目）、浮遊粒子状物質は 31～42 か月

目の 12 か月間（12 か月間のピーク月は工事開始後 34 か月目）からそれぞれ 47～58 か月

目の 12 か月間（12 か月間のピーク月は工事開始後 51 か月目）に変更となることから、調

査時期は工事開始後 51 か月目の令和９年５月（変更前：令和７年 12 月）に変更する。（資

料編 p.３、５参照） 

 

  ・工事用車両の走行に伴う排出ガスによる大気質の状況 

工事用車両の１日あたりの走行台数が最大となる時点が 34 か月目から 47 か月目に変更

となることから、調査時期は工事開始後 47 か月目の令和９年１月（変更前：令和７年 12

月）に変更する。（資料編 p.７参照） 

 

  (2)騒音・振動 

  ・建設機械の稼働に伴う騒音・振動  

建設機械の稼働に伴う月別発生騒音レベルの合成値が最大となる月が解体・土工事にお

いては工事開始後 34 か月目から工事開始後 48 か月目に、く体・プラント・外構工事にお

いては工事開始後 52 か月目から工事開始後 59 か月目に変更となることから、建設機械の

稼働に伴う騒音の調査時期は工事開始後 48 か月目の令和９年２月（変更前：令和７年 12

月）と工事開始後 59 か月目の令和 10 年１月（変更前：令和９年６月）に変更する。（資料

編 p.３、５参照） 

建設機械の稼働に伴う月別発生振動レベルの合成値が最大となる月が解体・土工事にお

いては工事開始後 34 か月目から工事開始後 48 か月目に、く体・プラント・外構工事にお

いては工事開始後 52 か月目から工事開始後 59 か月目に変更となることから、建設機械の

稼働に伴う振動の調査時期は工事開始後 48 か月目の令和９年２月（変更前：令和７年 12

月）と工事開始後 59 か月目の令和 10 年１月（変更前：令和９年６月）に変更する。（資料

編 p.３、５参照） 

 

  ・工事用車両の走行に伴う騒音・振動  

工事用車両の１日あたりの走行台数が最大となる時点が 34 か月目から 47 か月目に変更

となることから、調査時期は工事開始後 47 か月目の令和９年１月（変更前：令和７年 12

月）に変更する。（資料編 p.７参照）



 

 

 

 

 

 

 

余白 
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表 8-1(1) 事後調査報告書の提出時期及び内容(変更後) 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

　掘削工事

　基礎・地下く体工事

　地上く体・仕上工事

敷地境界、排出水

煙突等気体排出口(稼働時：焼却設備、停止時：脱臭装置)

環境保全のための措置の実施状況

土壌中の有害物質の濃度

地下水への溶出の可能性の有無

新たな土地への拡散の可能性の有無

環境保全のための措置の実施状況

地盤の変形の範囲及び程度

地下水の水位及び流況の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

地盤の変形の範囲及び程度

地下水の水位及び流況の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

令和14
年　度・月

令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和13

施設の稼働

ごみ収集車両等の走行

環境保全のための措置の実施状況

令和11 令和12

月　数

工
　
　
種

　準備工事

　解体･土工事

　く体･
　プラント工事

　外構工事

　試運転

悪
臭

工事の完了後

騒
音
・
振
動

工事の施行中

建設機械の稼働

工事用車両の走行

環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後

施設の稼働

ごみ収集車両等の走行

環境保全のための措置の実施状況

土
壌
汚
染

工事の施行中

地
盤

工事の施行中

工事の完了後

水
循
環

工事の施行中
地下水の水位及び流況の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後

地下水の水位及び流況の変化の程度

表面流出量の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

日
影

工事の完了後

冬至日における日影の状況の変化の程度

特に配慮すべき施設等における日影の状況の変化の程
度
環境保全のための措置の実施状況

環境保全のための措置の実施状況

景
観

工事の完了後

地域景観の特性の変化の程度

代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度

圧迫感の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

電
波
障
害

工事の施行中 環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後
テレビ電波受信状況

自
然
と
の
触
れ
合

い
活
動
の
場

工事の完了後

自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

廃
棄
物

工事の施行中
産業廃棄物及び建設発生土の排出量等

環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後
発生する廃棄物の排出量等

報 告 書 提 出 時 期

凡例）　○：現地調査　　　　　　：継続調査　　　　　　：環境保全のための措置　　　　　　：報告

※令和5年2月28日着工

環境保全のための措置の実施状況

温
室
効
果

ガ
ス

工事の完了後

温室効果ガスの排出量の程度

温室効果ガスの削減量の程度

環境保全のための措置の実施状況

事
　
　
後
　
　
調
　
　
査

大
気
汚
染

工事の施行中

建設機械の稼働

工事用車両の走行

環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後

稼働時

稼働時

停止時

工事の施行中
その２

工事の施行中
その１

工事の施行中
その３

停止時

工事の完了後
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表 8-1(2) 事後調査報告書の提出時期及び内容(変更前) 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

　掘削工事

　基礎・地下く体工事

　地上く体・仕上工事

敷地境界、排出水

煙突等気体排出口(稼働時：焼却設備、停止時：脱臭装置)

環境保全のための措置の実施状況

土壌中の有害物質の濃度

地下水への溶出の可能性の有無

新たな土地への拡散の可能性の有無

環境保全のための措置の実施状況

地盤の変形の範囲及び程度

地下水の水位及び流況の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

地盤の変形の範囲及び程度

地下水の水位及び流況の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

年　度・月
令和4 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和13

月　数

工
　
　
種

　準備工事

　解体･土工事

　く体･
　プラント工事

　外構工事

　試運転

施設の稼働

ごみ収集車両等の走行

環境保全のための措置の実施状況

令和11 令和12

悪
臭

工事の完了後

騒
音
・
振
動

工事の施行中

建設機械の稼働

工事用車両の走行

環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後

施設の稼働

ごみ収集車両等の走行

環境保全のための措置の実施状況

土
壌
汚
染

工事の施行中

地
盤

工事の施行中

工事の完了後

水
循
環

工事の施行中
地下水の水位及び流況の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後

地下水の水位及び流況の変化の程度

表面流出量の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

日
影

工事の完了後

冬至日における日影の状況の変化の程度

特に配慮すべき施設等における日影の状況の変化の程
度
環境保全のための措置の実施状況

環境保全のための措置の実施状況

景
観

工事の完了後

地域景観の特性の変化の程度

代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度

圧迫感の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

電
波
障
害

工事の施行中 環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後
テレビ電波受信状況

自
然
と
の
触
れ
合

い
活
動
の
場

工事の完了後

自然との触れ合い活動の場が持つ機能の変化の程度

環境保全のための措置の実施状況

廃
棄
物

工事の施行中
産業廃棄物及び建設発生土の排出量等

環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後
発生する廃棄物の排出量等

報 告 書 提 出 時 期

凡例）　○：現地調査　　　　　　：継続調査　　　　　　：環境保全のための措置　　　　　　：報告

※令和5年2月28日着工

環境保全のための措置の実施状況

温
室
効
果

ガ
ス

工事の完了後

温室効果ガスの排出量の程度

温室効果ガスの削減量の程度

環境保全のための措置の実施状況

事
　
　
後
　
　
調
　
　
査

大
気
汚
染

工事の施行中

建設機械の稼働

工事用車両の走行

環境保全のための措置の実施状況

工事の完了後

稼働時

稼働時

停止時

工事の施行中
その２

工事の施行中
その１

工事の施行中
その３

停止時

工事の完了後
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資料編 1 

1 車両計画の変更 

1.1 建設機械及び工事車両の台数等の変更 

変更後及び変更前の建設機械稼働台数・工事用車両台数は、表 1.1-1(1)及び(2)に示

すとおりである。 

建設機械及び工事用車両の台数、ピーク時期等についても変更を行うものとする。 

 

 

 

 



 



 

資料編 3 

表 1.1-1(1) 建設機械稼働台数・工事用車両台数（変更後） 

 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

規格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

ユニック車 4t 2 1 1 3 8 4 4 3 3 4 4 11 7 10 10 6 4 21 6 13 20 11 8 5 10 8 5 6 26 24 22 20 24 26 24 20 24 26 26 24 26 24 44 40 45 44 43 41 43 44 40 41 45 45 44 41 41 45 40 41 40 41 40 40 40 40 40 40 48 48 40 44 48 48 44 40 40 35 35 30 30 20 46 46 46 46 46 23 23 12

トラック 2t 11 17 4 2 7 2 2 1 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 5 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 2 2 4 3 5 5 4 4 4 4 2 3 2 2 4 5 5 4 5 4 4 4 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2

トラック 4t 40 33 12 17 11 14 41 7 8 13 28 7 5 6 13 15 14 14 7 5 2 10 10 15 22 14 19 11 11 16 20 15 17 12 18 19 17 15 13 11 20 21 18 25 27 19 28 30 27 24 21 19 31 33 27 27 28 21 28 31 28 24 21 21 30 31 28 18 17 19 14 16 10 16 17 15 11

散水車 4t 1

通勤車両 － 78 72 120 182 150 260 192 250 168 192 138 132 250 300 299 312 364 275 230 390 345 384 368 352 425 425 408 375 432 425 384 390 345 360 368 352 425 425 408 375 416 425 384 390 345 360 529 506 650 650 624 500 598 650 552 520 460 480 529 575 572 650 624 500 598 650 552 520 460 480 529 506 650 650 624 500 598 650 552 520 345 360 230 220 250 250 240 250 208 200 168 182 84

78 72 120 235 201 277 215 276 188 239 149 144 268 332 318 326 383 300 251 408 382 399 389 376 448 445 433 411 458 452 404 430 387 404 406 396 467 471 451 421 461 467 422 439 392 424 598 581 718 726 699 574 670 715 614 599 540 553 601 649 643 722 701 572 667 715 617 592 533 550 590 574 719 706 687 560 664 713 609 573 380 395 260 250 270 296 286 296 254 246 191 205 96

トラック 10t 59 114 77 73 90 32 77 21 84 80 52 84 60 51 95 99 198 151 181 130 148 191 121 104 114 95 60 40 51 90 120 122 101 150 135 110 115 104 69 75 121 105 144 202 174 202 180 195 171 127 135 195 180 165 205 180 205 225 187 180 205 167 120 165 210 195 225 195 150 180 165 135 120 112 120 106 90

ダンプトラック 10t 394 53 241 98 118 146 181 223 341 262 294 643 1,097 974 792 858 634 384 206 94 115 210 235 324 737 821 688 1,835 1,150 990 600 315 375 645 600 900 1,550 1,670 1,250 1,865 1,252 1,017 309 279 345 50 48 52 51 45 45 50 48 52 51 48 45 50 48 52 51 42 45 50 48 52 51 40 41 45 43 40 45

トレーラー 30t 25 11 25 30 3 23 23 40 48 40 23 53 24 53 22 54 65 66 21 20 20 70 80 24 60 7 40 62 75 87 71 65 80 66 54 66 63 71 80 88 71 80 63 71 80 88 71 65 80 66 71 80 54 66 66 71 80 54 66 71 80 88 71 65 80 66 80 88 71 65 80 66 66 71 80 54

トラックミキサー車 4.5㎥ 17 17 17 2 1 1 1 1 320 250 200 120 120 200 160 240 240 250 230 300 320 250 200 120 120 200 160 240 240 250 230 341 362 246 178 53 68 180 154 236 234

ミキサー車（流動化処理土） 6㎥ 50 1 1 17 67 69 178 175 479 237 161 82 341 362 229 162 36 68 180 154 236 234 233 235 300 320 250 180 100 100 200 160 240 240 250 200 300

0 0 0 59 139 482 201 120 35 341 142 243 275 290 397 523 515 617 1,243 1,586 1,351 1,121 1,350 1,164 841 576 331 321 545 456 640 1,084 1,219 1,130 2,328 1,638 1,470 981 580 656 1,013 900 1,296 1,999 2,097 1,674 2,430 1,817 1,549 777 665 701 457 409 558 551 514 546 596 644 607 492 414 441 497 416 528 566 567 566 666 648 549 459 308 295 403 388 462 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 72 120 294 340 759 416 396 223 580 291 387 543 622 715 849 898 917 1,494 1,994 1,733 1,520 1,739 1,540 1,289 1,021 764 732 1,003 908 1,044 1,514 1,606 1,534 2,734 2,034 1,937 1,452 1,031 1,077 1,474 1,367 1,718 2,438 2,489 2,098 3,028 2,398 2,267 1,503 1,364 1,275 1,127 1,124 1,172 1,150 1,054 1,099 1,197 1,293 1,250 1,214 1,115 1,013 1,164 1,131 1,145 1,158 1,100 1,116 1,256 1,222 1,268 1,165 995 855 1,067 1,101 1,071 996 380 395 260 250 270 296 286 296 254 246 191 205 96

油圧圧砕機 0.4㎥ 9 10 9 10 9 13 17 30 39 40 20 17 10 5 8 14 11 2 12 11 13 13 12 13

油圧圧砕機 0.7㎥ 17 22 14 14 14 19 13 10 22 23 26 29 32 30 26 37 40 32 11 11 12 12 12 12 26 25 34 12 5 5 4 8 7 7 7 5 5 3 2 3 2 4 4 8 5 4 6 9 9 8

油圧圧砕機 1.6㎥ 8 5 4 5 5 5 5 5 5 1 24 26 23 24 8 9 12 13 14 15 12 10 9 9 9 8 9 9 11 11 12 14

油圧圧砕機 3.2㎥ 24 26 23 24 23 22 25 25 24 25 26 25 24 26 23 24 23 22 25 25 24

バックホウ 0.28㎥ 37 40 37 39 37 50 67 118 155 159 79 67 41 18 33 56 46 7 54 119 115 48 25 11 1 26 24 23 23 22 25 25 24 25 26 26 23 26 12

バックホウ 0.75㎥ 1 67 89 55 58 58 76 53 39 89 94 104 115 127 118 102 147 158 127 147 123 90 61 45 76 96 102 82 49 18 17 14 30 28 26 30 20 21 12 10 13 9 15 16 32 18 18 24 35 36 40 32 28 29 19 24 25 28

バックホウ 1.0㎥ 30 22 18 20 19 19 20 20 18 1 46 78 70 45 34 35 48 52 57 62 50 42 35 36 35 32 38 37 42 45 48 56 48 36 35 45 41 58 59 60 55

ジャイアントブレーカー － 2 3 2 4 6 6 5 2 2 2 3 3 3 4 5 5 3 6 6 3 3 2 3 2 3 2 2

クラムシェル 0.75㎥ 20 26 23 28 30 34 33 31 25 28 24 26 25 30 30 29 27 33 29 21 28 21 22 22

多軸掘削機 － 11 24 45 64 33 40 50 68 108 144 133 121 48 48 50 54 60 72

全周回杭打設機 － 24 24 46 50 58 66 78 81 78 21 7 5 3

ラフテレーンクレーン 10t

ラフテレーンクレーン 25t 5 7 15 6 7 1 9 4 12 1 4 4 14 20 18 10 12 9 2 11 11 10 11 11 30 30 20 20 46 45 44 35 35 44 34 57 47 47 23 22 24 14 13 16 15 11 15 21 11 11 21 29 32 31 31 33 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ラフテレーンクレーン 60t 13 3 22 9 3 1 11 2 1 4 26 8 2 3 11 2 4 3 25 16 59 1 6 6 6 7 6 6 7 6 5 4 4 8 5 5 6 6 5 5 6 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ラフテレーンクレーン 160t 5 15 9 47 18 8 11 42 30 34 24 23 20 6 4 2 2 6 33 30 13 84 75 35 1 9 10 17 25 26 25 24 26 23 24 23 22 25 28 27 24 29 25 20 21 20 15 16 19 9 11 14 20 19 12 10 13 10 11 15 12 9 9 9 8 13 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8

クローラークレーン 50t 25 46 42 44 32 22 44 24 25 9

クローラークレーン 300t 22 23 22 48 25 23 25 32 74 82 96 116 109 106 71 127 150 152 125 88 87 44 84 95 98 60 72 135 198 200 200 216 200 208 225 192 208 104 96 104 96 108 104 108 104 108 108 104 108 104 96 104 96 108 104 108 104 108 108 104 108 92 92

定置式タワークレーン －

打設 コンクリートポンプ車 160㎥ 1 1 17 1 3 3 1 1

ブルドーザ 20t 1 1

振動ローラー 2.4～2.8ｔ 8 7 7 6 6 6

タイヤローラー 0.8～1.1t 3 9 4 2 5 9

マカダムローラー 10ｔ 5

アスファルトフィニッシャー 2.4m～6.0m 2 6 8

高所作業車 － 3 1 125 115 110 125 125 120 225 234 225 216 234 207 216 207 198 225 225 216 225 234 225 216 234 207 216 207 198 225 225 216 225 234 225 216 234 207 216 115 110 125 125 120 125 130 125 120 130 50 72

アームロール車 4㎥ 22 65 21 73 90 155 84 115 94 15 15 20 7 5 3 12 5 2 12 12 16 15 15 22 22 21 22 23 20 21 23 26 25 30 35 44 47 50 55 55 44 46 57 56 71 70 70 73 71 87 96 90 85 180 180 187 186 172 175 165 159 169 110 112 32 32 16 10 11 10 9 15 32 32 16 10 11 10 9 9

環境集じん器 － 100 104 100 104 96 104 100 104

0 0 0 19 192 280 189 299 292 445 346 457 573 511 440 533 493 414 358 543 566 536 572 567 516 287 316 353 368 297 359 303 255 356 319 328 382 404 426 445 447 411 394 422 405 412 549 620 683 692 711 700 695 683 616 686 534 557 530 517 550 429 442 465 469 444 528 560 523 523 430 425 442 431 440 382 398 284 276 299 150 159 58 58 59 126 147 60 36 37 33 35 21

0.0 0.0 0.0 77.0 86.8 89.0 89.2 86.8 86.8 89.8 89.0 89.8 92.7 93.8 92.8 93.6 94.0 93.8 94.3 94.4 95.3 95.2 93.2 93.6 92.7 92.2 89.9 90.0 89.2 90.7 89.5 87.1 87.1 87.1 89.2 89.2 89.3 89.4 89.4 89.7 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.4 97.5 97.4 97.4 97.5 97.3 97.0 97.0 89.1 89.8 89.5 89.5 90.1 90.0 89.4 85.4 85.8 85.6 85.4 85.4 86.3 86.1 86.5 86.3 85.6 85.6 85.4 85.2 85.6 84.7 84.7 84.0 84.0 84.8 84.2 84.8 86.2 86.2 83.4 84.0 84.3 83.4 78.2 78.2 78.2 78.2 78.2

0.0 0.0 0.0 54.0 71.2 77.1 76.0 74.2 75.9 77.2 77.2 77.2 78.9 79.0 78.2 76.4 77.5 76.5 77.6 79.1 78.6 77.8 78.3 77.5 77.3 77.4 71.8 74.4 74.4 76.1 77.2 78.0 77.1 75.8 76.7 77.7 76.7 77.7 77.7 77.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 76.7 79.4 80.0 79.4 79.4 80.0 78.8 76.8 75.5 75.4 76.8 76.7 76.7 77.8 77.8 76.7 60.3 60.8 60.4 60.3 60.3 60.6 60.5 61.1 60.6 60.8 60.4 60.3 60.2 60.8 60.1 60.1 59.9 59.9 71.3 71.3 71.3 71.5 71.5 71.3 71.3 71.3 71.3 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0

0.0 0.0 0.0 43 315 450 296 513 433 691 509 656 846 871 812 1,046 982 882 713 1,141 1,136 1,093 992 928 826 510 601 713 755 575 899 630 503 492 379 419 511 605 665 739 725 657 633 665 650 639 994 1,171 1,265 1,285 1,348 1,188 1,137 1,129 1,004 1,102 776 808 772 759 777 472 503 524 524 493 591 625 592 573 572 560 582 563 583 506 532 388 379 396 307 311 75 75 78 112 118 79 35 36 33 34 21

3,905 4,751 5,622 6,435 7,438 8,105 8,538 8,955 9,583 10,286 10,688 11,171 11,443 11,423 11,062 10,850 10,517 10,290 9,984 10,169 9,658 9,024 8,424 7,811 7,302 6,987 7,082 7,146 7,172 7,141 7,223 6,957 6,993 7,139 7,286 7,902 8,654 9,408 10,088 10,771 11,220 11,632 12,104 12,476 12,913 13,039 13,207 12,985 12,574 12,085 11,272 10,428 9,765 9,152 8,516 8,102 7,625 7,441 7,206 7,006 6,807 6,612 6,703 6,784 6,765 6,773 6,667 6,456 6,226 5,942 5,680 5,183 4,697 4,193 3,742 3,276 2,849 2,353 2,001 1,654 1,293 1,007 696 620 546 468 356 238 160 124 88 55 21

0.0 0.0 0.0 1.2 10.4 14.6 9.9 16.9 13.8 21.6 16.3 21.6 28.5 29.9 27.3 34.7 32.2 29.0 23.2 37.8 38.0 36.2 32.6 30.6 27.5 16.7 20.0 23.5 24.8 18.6 28.3 18.1 14.4 14.5 11.3 12.5 15.1 18.6 20.6 22.9 22.7 20.8 20.2 21.2 20.6 20.1 34.3 41.0 43.8 44.3 46.8 41.9 40.7 40.8 36.3 39.5 26.7 27.8 26.7 26.1 27.0 17.3 18.3 18.8 19.0 18.1 20.8 21.9 20.8 20.0 19.9 19.3 20.3 19.6 20.3 18.0 18.8 14.7 14.3 15.2 11.7 11.9 2.5 2.5 2.5 3.7 3.9 2.5 1.3 1.3 1.2 1.3 0.7

126.1 154.6 184.5 211.8 245.3 267.1 281.5 294.9 315.8 339.9 354.6 370.9 379.9 378.9 365.7 358.4 347.3 340.0 329.6 334.6 315.0 291.4 269.7 248.4 230.2 217.8 219.7 220.3 219.6 217.5 219.7 211.6 214.7 220.9 226.4 249.4 278.0 306.7 332.4 358.6 377.7 395.6 415.6 431.7 450.0 456.1 463.8 456.2 441.3 424.5 397.5 369.0 345.9 324.2 301.5 286.0 268.4 262.5 254.8 248.0 241.2 234.5 236.8 238.8 237.9 237.8 234.4 227.8 221.1 212.0 203.8 186.4 169.6 151.8 135.9 119.5 104.0 86.5 73.2 60.1 46.2 35.3 23.4 20.9 18.5 16.0 12.3 8.4 5.9 4.6 3.2 2.0 0.7

：騒音、振動の合成レベル及び大気汚染物質排出量のピーク

建
設
機
械

月別
延べ
稼働
台数

（台/月）

解体

掘削

揚重
運搬

整地

その他

合計

合成騒音レベル（ｄB)

合成振動レベル（ｄB)

窒素酸化物
排出量

kg/月

大型

小計

合計

令和10 令和11 令和12

月

令和７ 令和８年度 令和４ 令和５ 令和６ 令和９

kg/月

kg/年（当該月から12か月間合計）

浮遊粒子状
物質排出量 kg/年（当該月から12か月間合計）

項目＼延べ月

工
事
用
車
両

月別
延べ
稼働
台数

（台/月）

小型

小計
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表 1.1-1(2) 建設機械稼働台数・工事用車両台数（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

規格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

ユニック車 4t 50 75 25 75 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 50 50 50 50 25 25 50 50 100 125 75 75 75 75 75 75 125 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

トラック 2t 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 100 100 100 100 100

トラック 4t 100 125 50 25 50 25 25 50 100 25 25 75 25 25 75 150 125 100 100 75 75 75 75 75 25 25 25 25 25 25 75 75 50 75 25 25 25 25 50 50 100 225 175 175 175 175 175 175 225 175 175 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 175 125 150 150 75 75 25 25

散水車 4t 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 50 100 125 125 125 125 25 25 25 25 25

通勤車両 － 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

125 125 125 275 350 225 175 300 225 225 200 250 225 225 225 225 225 300 325 300 250 325 275 275 275 225 325 350 375 375 375 375 175 225 225 200 225 150 150 150 150 225 225 325 475 375 375 375 375 375 375 475 375 375 350 350 350 350 350 350 350 350 350 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 400 350 375 375 200 200 150 150 125 125 125

トラック 10t 25 50 50 125 100 100 100 150 175 525 525 275 650 600 675 350 350 175 500 500 500 500 175 675 550 725 725 725 725 275 300 300 300 350 125 125 125 100 175 125 250 375 250 250 250 250 250 250 375 250 300 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 150 150 150 25 25

ダンプトラック 10t 125 50 50 0 100 100 100 25 50 50 50 50 50 100 100 100 50 200 200 200 200 200 500 2,350 2,350 2,300 2,250 2,250 1,000 625 625 375 500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 0 450 450 700 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 50 50 100 100 50 50 50 50

トレーラー 30t 30 25 25 25 25 25 25 30 25 25 25 25 25 50 100 50 50 50 50 50 50 100 100 150 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 50 50 50

トラックミキサー車 4.5㎥ 120 120 120 120 180 180 180 180 840 840 800 800 800 880 480 480 480 480 480 400 400 0 720 720 240 240 240 240 160 160 160 160 320 320 320 320 160 160 32 32 125 125 125 125 125 125

ミキサー車（流動化処理土） 6㎥ 50 50 75 75 75 75 50 50

0 0 0 150 150 150 200 275 275 275 225 225 525 525 275 650 600 725 400 400 225 550 600 600 600 225 875 900 1,070 1,070 1,070 1,430 2,830 2,855 2,810 2,550 2,625 1,150 775 1,615 1,340 1,475 1,050 1,225 1,480 905 905 905 905 905 825 1,000 350 1,620 1,545 1,315 865 865 865 785 785 785 785 945 945 945 945 535 535 407 407 375 375 550 375 425 425 200 200 50 50 0 0 0

125 125 125 425 500 375 375 575 500 500 425 475 750 750 500 875 825 1,025 725 700 475 875 875 875 875 450 1,200 1,250 1,445 1,445 1,445 1,805 3,005 3,080 3,035 2,750 2,850 1,300 925 1,765 1,490 1,700 1,275 1,550 1,955 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,200 1,475 725 1,995 1,895 1,665 1,215 1,215 1,215 1,135 1,135 1,135 1,135 1,320 1,320 1,320 1,320 910 910 782 782 750 750 950 725 800 800 400 400 200 200 125 125 125

油圧圧砕機 0.4㎥ 50 50 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 75 50 50 25 50 50 50 50 25 125 100 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 75 75 75 75

油圧圧砕機 0.7㎥ 25 25 25 50 50 50 75 75 125 125 75 125 75 100 75 75 25 50 50 50 50 25 50 25 50 50 50 50 50 50 25 25 25 50 50 50 25 25

油圧圧砕機 1.6㎥ 25 50 50 50 25 25 50 50 25 50 50 50 25 25 50 50 50 50

油圧圧砕機 3.2㎥ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

バックホウ 0.28㎥ 25 25 25 25 25 25 50 50 75 75 25 75 75 75 25 25 75 50 50 50 25 25 75 75 75 75 100 125 125 125 125 100 100 100 100 125 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

バックホウ 0.75㎥ 25 25 25 50 50 50 25 75 125 125 75 75 75 100 50 50 25 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 50 50 50 50 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

バックホウ 1.0㎥ 25 25 25 25 50 50 50 50

ジャイアントブレーカー － 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25

クラムシェル 0.75㎥ 25 50 50 50 50 100 100 75 75 75 75

多軸掘削機 － 75 75 75 75 75 75 75 25 25 25

全周回杭打設機 － 75 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25

ラフテレーンクレーン 10t 25 25 25 25 25

ラフテレーンクレーン 25t 25 25 50 50 100 50 75 150 175 125 75 125 75 75 75 50 50 25 50 50 50 50 50 75 100 100 100 100 75 75 75 75 75 50 50 150 150 150 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 75 75

ラフテレーンクレーン 60t 50 50 50 50 100 25 25 50 50 50 50 75 75 75 75 75 25 25 50 25 25 25 75 75 125 150 100 100 100 100 100 100 175 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100

ラフテレーンクレーン 160t 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

クローラークレーン 50t 25 25 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

クローラークレーン 300t 25 25 25 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

定置式タワークレーン － 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25

打設 コンクリートポンプ車 160㎥ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 70 70 100 100 65 65 65 65 65 40 40  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 25 25 25 25 25 25 25

ブルドーザ 20t 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25

振動ローラー 2.4～2.8ｔ 75 75 75 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

タイヤローラー 0.8～1.1t 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25

マカダムローラー 10ｔ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

アスファルトフィニッシャー 2.4m～6.0m 25 25 25 25 25 25

高所作業車 － 75 75 75 75 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 25 50 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 50 50 50 50 25 25 25

アームロール車 4㎥ 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

環境集じん器 － 150 150 150 100 125 175 175 175 150 150 150 150 150 50 50 50 50

0 0 0 150 275 275 325 625 575 600 625 825 925 875 800 775 725 825 650 650 300 525 475 650 650 425 650 725 750 775 775 725 775 875 775 650 675 600 575 600 525 695 245 375 500 365 365 365 365 365 340 690 550 590 465 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 365 365 340 300 275 275 475 400 450 450 200 225 100 100 0 0 0

0.0 0.0 0.0 83.2 90.1 89.6 85.5 86.1 86.1 86.1 89.0 91.1 92.3 92.3 89.7 93.3 92.6 93.4 91.3 91.3 87.3 91.9 91.7 94.5 94.2 92.4 99.9 100.3 100.3 100.3 100.2 100.3 100.4 100.5 100.3 100.0 100.1 100.2 100.1 100.2 100.0 99.1 92.6 92.8 93.1 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 92.1 93.4 89.0 93.1 92.2 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 91.9 91.9 91.9 87.5 84.0 84.0 91.7 91.5 91.6 91.6 90.9 90.9 87.1 87.1 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 74.1 74.3 62.6 74.3 76.0 76.0 76.0 76.1 78.9 80.6 80.6 78.1 78.9 78.9 79.5 76.0 76.0 71.3 78.9 78.1 79.1 79.1 77.4 79.1 79.3 80.4 80.4 80.4 80.4 80.9 82.0 82.0 81.6 81.2 79.8 79.8 79.8 79.1 80.2 74.7 74.8 74.9 74.8 74.8 74.8 74.8 74.8 74.7 81.8 80.8 81.0 67.1 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 79.7 66.8 66.8 66.7 63.4 61.4 61.4 79.1 79.0 79.1 79.1 79.0 79.0 75.8 75.8 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 255 521 555 596 1,062 981 1,022 913 1,216 1,376 1,294 1,067 1,129 1,040 1,128 727 727 365 856 825 1,168 1,194 635 986 1,340 1,348 1,356 1,356 1,356 1,463 1,607 1,467 1,090 1,229 1,146 1,085 1,230 1,069 1,543 762 1,132 1,276 877 877 877 877 877 732 1,178 654 885 813 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 893 757 757 757 670 525 525 820 635 733 733 295 303 114 114 0.0 0.0 0.0

7,121 8,497 9,790 10,857 11,732 12,250 12,823 12,954 12,618 12,003 11,837 11,749 11,701 11,520 10,861 10,780 10,991 11,299 11,527 12,156 12,785 13,883 14,635 15,276 15,198 15,233 15,743 15,843 15,733 15,454 15,641 15,048 14,823 14,636 13,906 13,316 13,102 12,750 12,481 12,128 12,076 11,662 11,004 11,055 10,816 10,434 10,450 10,466 10,482 10,499 10,515 10,676 10,391 10,630 10,638 10,717 10,581 10,445 10,308 10,085 9,717 9,349 9,276 9,017 8,857 8,696 8,099 7,508 6,866 6,223 5,467 4,797 4,272 3,747 2,927 2,292 1,559 826 531 229 114 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 7.5 16.4 17.8 19.2 32.9 30.6 31.8 30.4 38.5 44.3 42.0 33.1 36.6 33.0 36.3 23.5 23.5 11.3 27.0 25.8 35.5 36.2 18.9 30.9 40.2 41.3 41.6 41.6 42.7 47.8 52.5 47.2 36.4 42.5 40.3 37.2 41.4 36.3 50.3 22.3 32.9 37.0 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 21.2 34.7 20.1 26.9 24.2 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 28.3 23.1 23.1 23.1 20.6 16.3 16.3 26.2 19.5 22.3 22.3 9.9 10.2 3.9 3.9 0.0 0.0 0.0

225.1 269.4 311.4 344.5 373.6 390.1 408.6 413.0 403.6 384.3 379.5 374.9 371.9 363.8 340.7 338.6 342.3 350.6 355.9 373.9 393.1 429.6 455.0 476.4 477.3 483.6 505.0 511.2 512.4 507.4 516.1 496.8 487.0 476.2 449.2 427.4 416.5 399.5 384.7 368.8 362.0 345.8 322.4 324.3 319.6 310.9 313.7 316.5 319.3 322.1 324.9 331.9 325.5 333.7 335.1 339.2 334.0 328.9 323.7 316.0 304.1 292.1 290.1 281.4 275.4 269.4 251.1 233.0 213.8 194.6 171.5 150.9 134.6 118.3 92.1 72.5 50.2 27.9 18.0 7.8 3.9 0.0 0.0 0.0

：騒音、振動の合成レベル及び大気汚染物質排出量のピーク

令和９ 令和10 令和11

月

項目＼延べ月

年度 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８

工
事
用
車
両

月別
延べ
稼働
台数

（台/月）

小型

小計

大型

小計

合計

建
設
機
械

月別
延べ
稼働
台数

（台/月）

解体

掘削

揚重
運搬

整地

その他

合計

合成騒音レベル（ｄB)

合成振動レベル（ｄB)

窒素酸化物
排出量

kg/月

kg/年（当該月から12か月間合計）

浮遊粒子状
物質排出量

kg/月

kg/年（当該月から12か月間合計）
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1.2 ピーク日における工事用車両の時期等の変更 

今回の変更に伴い表 1.2-1(1)及び(2)に示すとおり、ピーク日における工事用車両の

台数に変更はないが、時期等は変更となる。 

 

表 1.2-1(1) ピーク日における工事用車両台数の内訳（47 か月目）（変更後） 

種別 
１日当たりの台数 

（片道） 
主な車両 

大型 278 

トラック(10t)、ダンプトラック(10t)、 

トレーラー(30t)、 

ミキサー車(流動化処理土)(6m3) 

小型 9 
ユニック車(4t)、トラック(2t)、トラック(4t)、 

通勤車両 

合計 287 
 

 

表 1.2-1(2) ピーク日における工事用車両台数の内訳（34 か月目）（変更前） 

種別 
１日当たりの台数 

（片道） 
主な車両 

大型 278 
トラック(10t)、ダンプトラック(10t)、 

トレーラー(30t)、トラックミキサー車(4.5m3) 

小型 9 
トラック(4t)、散水車(4t)、通勤車両 

合計 287 
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2 項目別資料 

2.1 大気汚染 

  (1)建設機械の汚染物質量 

変更後及び変更前の汚染物質ごとに算出した建設機械からの汚染物質排出量は図 

2.1-1(1)～図 2.1-2(2)に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴い発生する大気汚染物質の 12 か月間最大排出量について、窒

素酸化物排出量は、変更後 13,207kg/年（工事開始後 47 か月目から 58 か月目）であ

り、変更前 15,843kg/年（工事開始後 28 か月目から 39 か月目）に対し減少している。 

また、浮遊粒子状物質排出量は、変更後 463.8kg/年（工事開始後 47 か月目から 58

か月目）であり、変更前 516.1kg/年（工事開始後 31 か月目から 42 か月目）に対し減

少している。 

なお、月ごとの排出量は表 1.1-1(1)及び(2)に示すとおりである。 

 

 

図 2.1-1(1) 建設機械からの汚染物質排出量（窒素酸化物）（変更後） 

 

 

図 2.1-1(2) 建設機械からの汚染物質排出量（窒素酸化物）（変更前） 
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図 2.1-2(1) 建設機械からの汚染物質排出量（浮遊粒子状物質）（変更後） 

 

 

図 2.1-2(2) 建設機械からの汚染物質排出量（浮遊粒子状物質）（変更前） 
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2.2 騒音・振動 

  (1)建設機械の稼働に伴う騒音 

変更後及び変更前の距離 10ｍにおける騒音レベルの 90％レンジ上端値（LA5,10ｍ）

で表した月別の発生騒音レベルの合成値は、図 2.2-1(1)及び(2)に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う月別発生騒音レベルの合成値は、解体・土工事においては変

更後 97.5dB（工事開始後 48 か月目）であり、変更前 100.5dB（工事開始後 34 か月目）

に対し減少している。また、く体・プラント・外構工事においては変更後 90.1dB（工

事開始後 59 か月目）であり、変更前 93.4dB（工事開始後 52 か月目）に対し減少して

いる。 

なお、月ごとの発生騒音レベルの合成値は表 1.1-1(1)及び(2)に示すとおりである。 

 

 

図 2.2-1(1) 建設機械の稼働に伴う月別発生騒音レベル合成値（LA5,10ｍ）（変更後） 

 

 
図 2.2-1(2) 建設機械の稼働に伴う月別発生騒音レベル合成値（LA5,10ｍ）（変更前） 
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  (2)建設機械の稼働に伴う振動 

変更後及び変更前の距離７ｍにおける振動レベル（Lv,７ｍ）で表した月別の発生

振動レベルの合成値は、図 2.2-2(1)及び(2)に示すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う月別発生振動レベルの合成値は、解体・土工事においては変

更後 80.0dB（工事開始後 48 か月目）であり、変更前 82.0dB（工事開始後 34 か月目）

に対し減少している。また、く体・プラント・外構工事においては変更後 77.8dB（工

事開始後 59 か月目）であり、変更前 81.8dB（工事開始後 52 か月目）に対し減少して

いる。 

なお、月ごとの発生振動レベルの合成値は表 1.1-1(1)及び(2)に示すとおりである。 

 

 

図 2.2-2(1) 建設機械の稼働に伴う月別発生振動レベル合成値（Lv,７ｍ）（変更後） 

 

 
図 2.2-2(2) 建設機械の稼働に伴う月別発生振動レベル合成値（Lv,７ｍ）（変更前） 
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本書に掲載した地図は、以下の地図を使用したものである。 

1/10,000：「電子地形図25000」(国土地理院) 

1/25,000：「1/25,000地形図(赤羽)」(平成13年５月発行、国土地理院) 

    「1/25,000地形図(草加)」(平成21年５月発行、国土地理院) 

1/2,000、1/1,500：基盤地図情報を基に作成した。（国土地理院） 
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